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〇 ひとり親家庭を取り巻く状況を踏まえ、次の５つの視点から計画を策定します。

１ 支援が必要なひとり親家庭とつながり、地域全体で切れ目なく支援

ひとり親家庭を取り巻く環境は、子供にとってもひとり親にとっても、第４期計画策定時と
比較し、大きく変化しています。

第第２２章章 第第５５期期計計画画策策定定にに当当たたっっててのの視視点点

〇 都内の自治体において、民間団体と協働した女性支援の取組が進められているほか、
「妊産婦等生活援助事業」による相談や居場所の提供も始まっています。

〇 また、都及び児童相談所設置区において、「社会的養護自立支援拠点事業」の設置が進
んでおり、社会的養護経験者等に相談や居場所の提供を実施しています。

〇 これらの事業は、ひとり親家庭の直接的な相談窓口ではなく、設置主体や運営方法等
により相談窓口や支援内容も異なりますが、様々な困難を抱えて必要な支援につながっ
た人を連携して支えていくことが重要です。

〇 第５期計画においては、「ひとり親になる前の妊娠期からの切れ目ない支援」を新たな
視点として加えています。

第第５５期期計計画画ににおおけけるる新新たたなな視視点点

【【第第４４期期計計画画策策定定以以降降のの動動きき】】
〇〇  令令和和６６年年４４月月  「「困困難難なな問問題題をを抱抱ええるる女女性性へへのの支支援援にに関関すするる法法律律」」施施行行
・ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が

安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とした法律
 ・ 民間団体との協働による支援についても規定

〇〇  令令和和６６年年４４月月  「「改改正正児児童童福福祉祉法法」」施施行行
・ 全ての妊産婦・子育て世帯・子供の包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置
・ 家庭生活に困難を抱える特定妊婦と出産後の母子等を支援する「妊産婦等生活援助事業」の創設
・ 社会的養護経験者等の交流や相談支援を行う「社会的養護自立支援拠点事業」の創設 等

〇  支援が必要なひとり親家庭が必ずしも相談窓口につながっていないのではない
か、との指摘もあることから、様々な機関で支援が必要な家庭を把握し、地域全
体で連携して支援を行います。

〇 未婚の特定妊婦等に対しては、妊娠期から母子保健部門と児童福祉部門が連携
して支援し、ひとり親家庭への支援につなげます。

〇 ひとり親家庭を対象とした相談窓口や支援機関は、ハローワーク等の国機関及
び東京都、区市町村、民間団体など、多岐に渡るため、横断的な情報発信を行う
など、広報・普及啓発の強化を図ります。

〇 ひとり親家庭を支える専門機関を中心に、様々な支援策を活用して重層的に支
援していくため、関係機関の連携を強化し、ひとり親家庭の自立を総合的に支援
していきます。

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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ひひととりり親親家家庭庭支支援援  

【【地地域域全全体体ででのの連連携携支支援援】】  

・子供食堂や学習支援等を活用した
要支援家庭の把握 
・区市町村の窓口や母子生活支援施
設等の支援者の資質向上 
・東京都ひとり親家庭支援センター
と区市町村窓口の連携 
・要保護児童対策地域協議会や支援
調整会議の活用 

【【未未婚婚のの特特定定妊妊婦婦等等へへのの支支援援】】  

  

・民間事業者と連携した特定妊婦等へ
の支援 
・女性自立支援施設での心理的ケアや
産前産後の生活支援 
・母子生活支援施設における母子や妊
産婦への育児・家事支援 

【【広広報報・・普普及及啓啓発発のの強強化化】】  

  

・ひとり親家庭向けポータルサイトの
運用 
・区市町村が取り組む広報への支援 

【【ひひととりり親親同同士士ののつつななががりり支支援援】】  

・東京都ひとり親家庭支援センターで
実施しているひとり親グループ相談会
の活用 
・地域の民間団体等の活用 

〇 ひとり親家庭を取り巻く状況を踏まえ、次の５つの視点から計画を策定します。

１ 支援が必要なひとり親家庭とつながり、地域全体で切れ目なく支援

ひとり親家庭を取り巻く環境は、子供にとってもひとり親にとっても、第４期計画策定時と
比較し、大きく変化しています。

第第２２章章 第第５５期期計計画画策策定定にに当当たたっっててのの視視点点

〇 都内の自治体において、民間団体と協働した女性支援の取組が進められているほか、
「妊産婦等生活援助事業」による相談や居場所の提供も始まっています。

〇 また、都及び児童相談所設置区において、「社会的養護自立支援拠点事業」の設置が進
んでおり、社会的養護経験者等に相談や居場所の提供を実施しています。

〇 これらの事業は、ひとり親家庭の直接的な相談窓口ではなく、設置主体や運営方法等
により相談窓口や支援内容も異なりますが、様々な困難を抱えて必要な支援につながっ
た人を連携して支えていくことが重要です。

〇 第５期計画においては、「ひとり親になる前の妊娠期からの切れ目ない支援」を新たな
視点として加えています。

第第５５期期計計画画ににおおけけるる新新たたなな視視点点

【【第第４４期期計計画画策策定定以以降降のの動動きき】】
〇〇  令令和和６６年年４４月月  「「困困難難なな問問題題をを抱抱ええるる女女性性へへのの支支援援にに関関すするる法法律律」」施施行行
・ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が

安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とした法律
 ・ 民間団体との協働による支援についても規定

〇〇  令令和和６６年年４４月月  「「改改正正児児童童福福祉祉法法」」施施行行
・ 全ての妊産婦・子育て世帯・子供の包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置
・ 家庭生活に困難を抱える特定妊婦と出産後の母子等を支援する「妊産婦等生活援助事業」の創設
・ 社会的養護経験者等の交流や相談支援を行う「社会的養護自立支援拠点事業」の創設 等

〇  支援が必要なひとり親家庭が必ずしも相談窓口につながっていないのではない
か、との指摘もあることから、様々な機関で支援が必要な家庭を把握し、地域全
体で連携して支援を行います。

〇 未婚の特定妊婦等に対しては、妊娠期から母子保健部門と児童福祉部門が連携
して支援し、ひとり親家庭への支援につなげます。

〇 ひとり親家庭を対象とした相談窓口や支援機関は、ハローワーク等の国機関及
び東京都、区市町村、民間団体など、多岐に渡るため、横断的な情報発信を行う
など、広報・普及啓発の強化を図ります。

〇 ひとり親家庭を支える専門機関を中心に、様々な支援策を活用して重層的に支
援していくため、関係機関の連携を強化し、ひとり親家庭の自立を総合的に支援
していきます。

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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２ 各家庭の特性・状況に応じた自立に向けての支援

＜＜ひひととりり親親世世帯帯ににななっってて現現在在困困っってていいるるこことと（（複複数数回回答答））＞＞
〇 ひとり親世帯の困りごとは、母子家庭と父子家庭では大きく異なります。

＜＜ひひととりり親親世世帯帯ににななっったた理理由由＞＞
〇 ひとり親世帯になった理由は、近年「死別」は１割程度で推移しており、「離婚」が
約７割と最も多くなっています。ひとり親世帯の課題は、ひとり親世帯になった理由に
よって異なり、「離婚」の場合は親子交流や養育費についても課題になります。

〇 母子家庭・父子家庭には、ひとり親家庭に共通する課題に加え、各々の特性
に応じた課題があります。母子家庭・父子家庭の特性やニーズを把握した上
で、それぞれに配慮した施策を進めていきます。

〇 ひとり親家庭は、就業率は高いものの非正規雇用の割合が高く、稼働所得が
低い状況にあります。このため、それぞれの実情に応じた自立目標を立て、個
別的・継続的な就労支援を実施していきます。

〇 ひとり親家庭は、離婚やDV被害などの影響により、精神的な面での回復に時
間を要する場合もあり、それぞれの状況を理解した上で必要な支援を実施して
いきます。

ひひととりり親親家家庭庭のの特特性性・・状状況況

ひひととりり親親家家庭庭のの状状況況はは多多様様でであありり、、そそれれぞぞれれのの特特性性ややニニーーズズをを踏踏ままええたた対対応応
がが必必要要でですす。。

※ 令和４年度「東京都福祉保健基礎調査」より

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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３ 子供の健全育成と将来の自立に向けた支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
上記の動きを踏まえ、第５期計画では以下の見直しを行います。 

 
 
 
 
 
 

 

第第５５期期計計画画ににおおけけるる主主なな見見直直しし  

① 「子供の居場所づくり」を具体的展開の項目の１つとして位置付け  
②  子供の最善の利益を考慮しながら、安全・安心な親子交流を推進していくた

め、「親子交流支援事業」の支援対象を拡大  
③  ひとり親家庭の中には、ヤングケアラーと思われる子供が存在する可能性が 

あり、対策が必要であることを計画に記載 
 

 
〇 第４期計画策定後、令和３年４月に「東京都こども基本条例」が施行されました。 
〇 「東京都こども基本条例」は、子供を権利の主体として尊重し、子供の最善の利益

を最優先にするという基本理念のもと、多岐にわたる子供政策の基本的な視点を盛り
込んでいます。 

〇 国においては、令和５年４月に「こども基本法」が施行されたほか、子供の権利に
関連する法改正が行われています。 

 
 
 

子子供供のの権権利利ななどどにに関関すするる動動きき  

【【第第４４期期計計画画策策定定以以降降のの動動きき】】    
〇〇  令令和和３３年年４４月月  「「東東京京都都ここどどもも基基本本条条例例」」施施行行  
〇〇  令令和和５５年年４４月月  「「ここどどもも基基本本法法」」施施行行  
〇〇  令令和和６６年年５５月月  「「民民法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律」」成成立立  

※ 離婚後の父母の子の養育に関する責務を明確化 
〇〇  令令和和６６年年６６月月  「「子子どどもも・・若若者者育育成成支支援援推推進進法法」」改改正正・・施施行行  

※ 国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記 

※子どもの権利条約：子供の基本的人権を国際的に保障するために定められた条約 

「「子子どどもものの権権利利条条約約」」（※）
の精神にのっとり、子子供供をを権権
利利のの主主体体ととししてて尊尊重重し、子子供供
のの最最善善のの利利益益をを最最優優先先にする
という基本理念を明確化 

子供の安全安心、遊び場、
居場所、学び、意見表明、
参加、権利擁護等多多岐岐ににわわ
たたるる子子供供政政策策のの基基本本的的なな視視
点点をを一一元元的的にに規規定定  

子供施策に係る総総合合的的推推進進体体
制制のの整整備備について規定 

東東京京都都ここどどもも基基本本条条例例  

２ 各家庭の特性・状況に応じた自立に向けての支援

＜＜ひひととりり親親世世帯帯ににななっってて現現在在困困っってていいるるこことと（（複複数数回回答答））＞＞
〇 ひとり親世帯の困りごとは、母子家庭と父子家庭では大きく異なります。

＜＜ひひととりり親親世世帯帯ににななっったた理理由由＞＞
〇 ひとり親世帯になった理由は、近年「死別」は１割程度で推移しており、「離婚」が
約７割と最も多くなっています。ひとり親世帯の課題は、ひとり親世帯になった理由に
よって異なり、「離婚」の場合は親子交流や養育費についても課題になります。

〇 母子家庭・父子家庭には、ひとり親家庭に共通する課題に加え、各々の特性
に応じた課題があります。母子家庭・父子家庭の特性やニーズを把握した上
で、それぞれに配慮した施策を進めていきます。

〇 ひとり親家庭は、就業率は高いものの非正規雇用の割合が高く、稼働所得が
低い状況にあります。このため、それぞれの実情に応じた自立目標を立て、個
別的・継続的な就労支援を実施していきます。

〇 ひとり親家庭は、離婚やDV被害などの影響により、精神的な面での回復に時
間を要する場合もあり、それぞれの状況を理解した上で必要な支援を実施して
いきます。

ひひととりり親親家家庭庭のの特特性性・・状状況況

ひひととりり親親家家庭庭のの状状況況はは多多様様でであありり、、そそれれぞぞれれのの特特性性ややニニーーズズをを踏踏ままええたた対対応応
がが必必要要でですす。。

※ 令和４年度「東京都福祉保健基礎調査」より

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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【【第第 55 期期計計画画策策定定にに向向けけたた取取組組：：ひひととりり親親家家庭庭のの子子どどももへへののヒヒアアリリンンググ】】

〇 第５期計画策定にあたっては、子供たちの意見を聞き、ひとり親施策に反映させて
いくため、初めて「ひとり親家庭の子供へのヒアリング」を実施しました。

【【子子供供たたちちのの主主なな意意見見】】

✓ きょうだいの世話や家事負担が大きい。
✓ 学習支援や塾の講習費や教材費の負担感がある。
✓ 中高生が自由に利用できる居場所が必要、無料の Wi-Fi が使えるスペースがある

と良い。
✓ 日常的な居場所の中で相談できると良い。
✓ ひとり親家庭であることは友人や家族とも話さない。これからも話したくない。

■■  対対象象
小学校高学年から高校生までの子供 9 人

（小学生６人、中学生２人、高校生１人）

■■  テテーーママ
・ これまで楽しかった活動や遊び、居場所など
・ されて嫌だったことや嫌だった場所、困ったこと
・ あったらいい場所、サポート など

〇 ひとり親家庭に育つ子供たちの生活や将来が、家庭の事情によって左右され
ることのないよう、養育環境の整備や、将来の自立に向けた就業支援、教育の
機会の確保など、子供の健全な育成を支えるための施策を展開していきます。

〇 子供を権利の主体として尊重し、子供の最善の利益を最優先にするという、
「東京都こども基本条例」の基本理念に基づき、子供の意見を聞き、子供の権
利の視点に立った施策を実施していきます。

〇 ひとり親家庭に育つ子供たちの多くは、親との離別などの喪失体験を有して
いることから、きめ細かな支援を実施していきます。また、DV や虐待などの
状況に置かれた場合、子供の権利を守りつつ、特別な配慮をしながら、健全育
成を図っていきます

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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４ 子供の貧困の解消に向けた施策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【参参考考：：ここどどもものの貧貧困困解解消消法法】】    
〇 令和６年６月、超党派の議員立法による「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一

部を改正する法律」が公布されました。  
○ 今回の改正においては、こども大綱において、「こどもの貧困を解消し、貧困による

困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されたこ
とを踏まえ、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の名称が「こどもの貧困の解消
に向けた対策の推進に関する法律」に改められました。  

○ また、目的や基本理念の充実等が図られ、こども大綱の記述を踏まえて、「目的」及
び「基本理念」において、解消すべき「こどもの貧困」が具体化されるとともに、こど
も貧困大綱において定める指標に「ひとり親世帯の養育費受領率」が追加されました。 

 
都都ににおおけけるる子子供供のの貧貧困困のの解解消消にに向向けけたた取取組組  

東東京京都都子子供供・・子子育育てて支支援援総総合合計計画画  
※※「「ここどどもものの貧貧困困のの解解消消にに向向けけたた対対策策計計画画」」をを包包含含  

 
教教育育のの支支援援  生生活活のの安安定定にに資資すするるたためめのの支支援援  
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東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭自自立立支支援援計計画画  
（（ひひととりり親親家家庭庭をを対対象象ににししたた主主なな取取組組））  

 
相相談談体体制制のの整整備備   

・母子・父子自立支援員による相談・支援 
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・ひとり親家庭等生活向上事業（家計管理講習等） 
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・児童扶養手当、児童育成手当の支給 
・母子及び父子福祉資金の貸付 
・養育費確保支援事業 ・ひとり親家庭等医療費助成 
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・ひとり親家庭支援センター事業（就業相談等） 
・ひとり親家庭就業推進事業 
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

 
〇  子供の貧困の中でも、特にひとり親家庭の相対的貧困率は高い状況です。ま

た、ひとり親家庭の状況は様々であり、多様なニーズに応えていくことが子供の
貧困の解消につながります。 

 

〇  貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、地域や社会全体で課題を解決する
という認識の下、都における「こどもの貧困の解消に向けた対策計画」を包含す
る「東京都子供・子育て支援総合計画」との整合を図り、福祉、教育、就労など
様々な分野の関係機関と連携しながら、子供の貧困対策を総合的に進めていきま
す。 

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性  

合 整整合合  

【【第第 55 期期計計画画策策定定にに向向けけたた取取組組：：ひひととりり親親家家庭庭のの子子どどももへへののヒヒアアリリンンググ】】

〇 第５期計画策定にあたっては、子供たちの意見を聞き、ひとり親施策に反映させて
いくため、初めて「ひとり親家庭の子供へのヒアリング」を実施しました。

【【子子供供たたちちのの主主なな意意見見】】

✓ きょうだいの世話や家事負担が大きい。
✓ 学習支援や塾の講習費や教材費の負担感がある。
✓ 中高生が自由に利用できる居場所が必要、無料の Wi-Fi が使えるスペースがある

と良い。
✓ 日常的な居場所の中で相談できると良い。
✓ ひとり親家庭であることは友人や家族とも話さない。これからも話したくない。

■■  対対象象
小学校高学年から高校生までの子供 9 人

（小学生６人、中学生２人、高校生１人）

■■  テテーーママ
・ これまで楽しかった活動や遊び、居場所など
・ されて嫌だったことや嫌だった場所、困ったこと
・ あったらいい場所、サポート など

〇 ひとり親家庭に育つ子供たちの生活や将来が、家庭の事情によって左右され
ることのないよう、養育環境の整備や、将来の自立に向けた就業支援、教育の
機会の確保など、子供の健全な育成を支えるための施策を展開していきます。

〇 子供を権利の主体として尊重し、子供の最善の利益を最優先にするという、
「東京都こども基本条例」の基本理念に基づき、子供の意見を聞き、子供の権
利の視点に立った施策を実施していきます。

〇 ひとり親家庭に育つ子供たちの多くは、親との離別などの喪失体験を有して
いることから、きめ細かな支援を実施していきます。また、DV や虐待などの
状況に置かれた場合、子供の権利を守りつつ、特別な配慮をしながら、健全育
成を図っていきます

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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５ 母子生活支援施設の活用促進 

母子生活支援施設は、地域の子育て資源としての役割が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母母子子生生活活支支援援施施設設（（児児童童福福祉祉法法第第 3388 条条にに基基づづくく児児童童福福祉祉施施設設））        
〇  母と子がともに生活しながら専門的支援が受けられる唯一の児童福祉施設 
＜役割＞ 
・ 入所者の自立の促進のための総合的支援（生活・子育て・就労など） 
・ DV 被害者や虐待を受けた児童への支援（心のケアや自己肯定感の回復） 
・ 虐待防止（親子関係に介入し、母子分離をせずに虐待を防止） 
・ 親子関係再統合支援（虐待で母子分離になっていた場合に母と子双方の支援を

通じて安全に再統合を支援） 
・ 退所者へのアフターケア、地域支援 

 
〇  母子生活支援施設の入所理由は「住宅困窮」「夫等の暴力」「経済的困窮」などが多

くなっており、入所母子は、虐待や精神疾患、障害など様々な課題を抱えているた
め、母子それぞれのニーズを踏まえ、養育支援や心理ケア等の専門的な支援を行って
いくことが必要です。 

 
 
 
 

■ 専門人材の確保、育成、定着 
■ アフターケアの充実 
■ 入所率向上に向けた取組 
■ 広域利用の促進 
■ 施設整備等への支援 

課課題題（（ニニーーズズ））をを有有すするる母母子子へへのの支支援援  

 
〇 地域のニーズに合わせて、入所児童だけではなく、地域の子供も対象とした学習・

居場所支援や、電話相談事業など、地域におけるすべての子育て家庭の支援を行う施
設として、母子生活支援施設の積極的な活用を働きかけていきます。 

 
 
 
 
 

■ 母子一体型ショートケア事業 
■ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 
■ 多機能化に向けた、施設と区市町村の双方への働きかけ 

地地域域のの子子育育てて資資源源ととししててのの積積極極的的活活用用  

 
〇 母子生活支援施設には、DV だけでなく、虐待や若年妊婦など、様々な課題を

持つ母子が入所しているため、その個別のニーズに応じた支援の充実に向け、
職員の確保・定着や専門性の向上を図ります。  

〇 新たな社会的養育推進計画も踏まえ、ひとり親福祉のための資源としてのみ
ならず、地域の子育て資源として、施設の多機能化を推進していきます。 

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性  
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ココララムム ひひととりり親親家家庭庭のの子子供供へへののヒヒアアリリンンググににつついいてて

〇 東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）を策定するにあたり、子供たちの意見を聞

き、施策に反映させていくため、今回、初の試みとして、ひとり親家庭の小学校高学年か

ら高校生までの子供たちに、ヒアリングを行いました。

〇 ヒアリングは、最初に、子供たちを年齢ごとにグループ分け

し、各グループにファシリテーターとして、ひとり親家庭や児

童福祉分野の専門家が入り、大学生にファシリテーター補佐と

して協力をしてもらい、実施しました。

〇 最初は、知らない大人やお友達に緊張していた子供たちも、

年齢ごとのグループに分かれてからは、徐々に緊張もほぐれて

いき、テーマに沿ってお話してくれました。

〇 途中、休憩時間では、真ん中の大きな机を囲んで、全グループのみんなそろって、大

学生のお兄さんやお姉さんとお菓子を食べながらお茶やジュースでリラックスしていま

した。

〇 後半は、小学生の年少グループでは、大学生とマンツーマンでお話をし、さらに色々

なお話を聞くことができました。

〇 子供たちが自分の考えや意見を自由に話せる場は、子供たちの健やかな成長や、適切

な支援につなげるためにとても重要です。今回、初めてヒアリングを実施しましたが、

子供たちからも、また、こういう場で話がしたいという声があがりました。

（ヒアリングの詳細は、参考資料 ３ ひとり親家庭の子供へのヒアリング結果概要）

36 
 

５ 母子生活支援施設の活用促進 

母子生活支援施設は、地域の子育て資源としての役割が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母母子子生生活活支支援援施施設設（（児児童童福福祉祉法法第第 3388 条条にに基基づづくく児児童童福福祉祉施施設設））        
〇  母と子がともに生活しながら専門的支援が受けられる唯一の児童福祉施設 
＜役割＞ 
・ 入所者の自立の促進のための総合的支援（生活・子育て・就労など） 
・ DV 被害者や虐待を受けた児童への支援（心のケアや自己肯定感の回復） 
・ 虐待防止（親子関係に介入し、母子分離をせずに虐待を防止） 
・ 親子関係再統合支援（虐待で母子分離になっていた場合に母と子双方の支援を

通じて安全に再統合を支援） 
・ 退所者へのアフターケア、地域支援 

 
〇  母子生活支援施設の入所理由は「住宅困窮」「夫等の暴力」「経済的困窮」などが多

くなっており、入所母子は、虐待や精神疾患、障害など様々な課題を抱えているた
め、母子それぞれのニーズを踏まえ、養育支援や心理ケア等の専門的な支援を行って
いくことが必要です。 

 
 
 
 

■ 専門人材の確保、育成、定着 
■ アフターケアの充実 
■ 入所率向上に向けた取組 
■ 広域利用の促進 
■ 施設整備等への支援 

課課題題（（ニニーーズズ））をを有有すするる母母子子へへのの支支援援  

 
〇 地域のニーズに合わせて、入所児童だけではなく、地域の子供も対象とした学習・

居場所支援や、電話相談事業など、地域におけるすべての子育て家庭の支援を行う施
設として、母子生活支援施設の積極的な活用を働きかけていきます。 

 
 
 
 
 

■ 母子一体型ショートケア事業 
■ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 
■ 多機能化に向けた、施設と区市町村の双方への働きかけ 

地地域域のの子子育育てて資資源源ととししててのの積積極極的的活活用用  

 
〇 母子生活支援施設には、DV だけでなく、虐待や若年妊婦など、様々な課題を

持つ母子が入所しているため、その個別のニーズに応じた支援の充実に向け、
職員の確保・定着や専門性の向上を図ります。  

〇 新たな社会的養育推進計画も踏まえ、ひとり親福祉のための資源としてのみ
ならず、地域の子育て資源として、施設の多機能化を推進していきます。 

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性  
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ココララムム 父父母母のの離離婚婚後後のの子子供供のの養養育育にに関関すするるルルーールルのの改改正正ににつついいてて ～～民民法法改改正正っってて？？～～

〇 父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わり、その責任を果たすことは、子供の利

益を確保するために重要です。令和６年５月に成立した民法等改正法は、子供を養育す

る親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直

しています。（令和８年５月までに施行されます。）

〇 親の責任に関しては、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供を養育する責

務を負うことなどが明確化されています。

〇 親権に関しては、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方

を親権者と定めることができるようになります。それに伴い、父母双方が親権者である

場合の親権の行使方法や父母の離婚後の子供の監護に関するルールが明確化されていま

す。

〇 養育費に関しては、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文

書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになるなど、一部手続が

容易になります。

〇 親子交流に関しては、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと

（試行的実施）に関する制度が設けられるほか、父母以外の親族（祖父

母等）と子供との交流に関するルールが設けられています。

〇 その他、財産分与や養子縁組に関するルールも見直されています。

（参考）法務省「民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後等の子の養育に

関する見直し）について」


